
 

 

  施策の大綱 
前期基本計画  

変更意図 
 後期基本計画 

施策の柱   施策の柱 

大綱１ 

ひとりひとりが 

役割を持ち 

輝けるまち 

〈子育て・教育・健康・文化〉 

1-1 
安心して子どもを産み育てら

れる環境づくり 
▶ 

より切れ目のない支援体

制の強化 
▶ 1-1 

子どもの育ちを切れ目なく支

える環境づくり 

1-2 
次代を担う子どもの教育の

推進 
▶ 

持続可能な社会を主体的

に創る 
▶ 1-2 

次代を創る子どもの教育の

推進 

大綱２ 

地域資源を活用した 

魅力あふれるまち 

〈産業・観光〉 

2-1 企業誘致・定着の推進 ▶ 
立地企業との地域強力や

連携の強化 
▶ 2-1 

企業誘致・既存企業の定着と

連携による地域振興の推進 

2-2 
新たな価値を創出する産業

基盤づくり 
▶ 

起業、創業支援体制の構

築 
▶ 2-2 

地域産業のイノベーションと

リノベーションの促進 

2-5 
地域が潤う観光まちづくりの

推進 
▶ 

地域資源の最大活用と観

光産業の活性化 
▶ 2-5 魅力ある観光地の実現 

大綱３ 

安全・安心に 

住み続けられるまち 

〈環境・防災・医療・地域福祉〉 

3-2 
災害に強くしなやかな地域社

会の形成 
▶ 

災害等発生時、被害を最

小限におさえつつ被災後

速やかに元の状態に戻す

回復力 

▶ 3-2 
災害に強く回復力の高い地

域社会の形成 

3-3 安全な生活と交通の確保 ▶ 
関係機関と連携した安全

対策による安心して暮ら

せるまちの形成 

▶ 3-3 
誰もが安心して暮らせるまち

の形成 

大綱４ 

将来を見据えた 

暮らしや活動を 

支えるまち 

〈都市・交通・社会基盤〉 

4-1 次世代型近未来都市の形成 ▶ 

実証実験の街の開所と用

途に応じた有効的な土地

利用を図り、交流人口・定

住人口の拡大 

▶ 4-1 
都市構造と土地利用の戦略

的な再構築 

大綱５ 

時代のニーズに 

応えられるまち 

〈市民自治・都市経営〉 

5-1 
市民自治によるコミュニティ

の促進 
▶ 

自治組織を取り巻く環境

変化への対応するため、

コミュニティ活動を促進す

るための支援 

▶ 5-1 
市民自治によるコミュニティ

活動の促進 

5-2 
すそのの魅力を高めるシティ

プロモーションの推進 
▶ 

市の魅力発信の強化のた

め、高めた魅力の活用 
▶ 5-2 

すそのの魅力を活用したシテ

ィプロモーションの推進 

5-3 
市民サービスの向上を目指

すスマート自治体の推進 
▶ 

継続的なサービスの改善

を視点にデジタルの活用

と行政サービスの質の向

上に変更 

▶ 5-3 

デジタル技術の活用を前提と

した継続的な業務改革による

行政サービスの質向上 

5-5 
持続可能な行財政運営の推

進 
▶ 

財政非常事態宣言解除

後の市の成長のために事

業効果の最大化 

▶ 5-5 
事業効果を最大化する持続

可能な行財政運営の推進 

5-6 
時代の変化に対応できる人

材の育成と組織体制の構築 
▶ 人こそが最大の経営資源 ▶ 5-6 

市民に寄り添い、裾野市を愛

するプロフェッショナルな職員

の育成と効率的・効果的な組

織体制の構築 

■施策の柱の見直し 

前期基本計画の評価を踏まえ、後期基本計画において施策の柱を以下の通り見直しました。 

裾野市市長戦略部戦略推進課 

■総合計画 とは 

〇総合計画は、今後 10 年間のまちづくりの基本的な方向を示す総合的な指針です。 

〇総合計画の構成は「基本構想」「基本計画」「実施計画」の３層構成です。 

〇基本構想の計画期間は、令和３（2021）年度から令和 12（2030）年度までの 10 年間とします。 

〇人口減少時代への対応として、裾野市まち・ひと・しごと創生総合戦略と一体的に取組を推進する必要

があるため、「第 3 期裾野市総合戦略」を後期基本計画に含めることとします。 

〇後期基本計画は、令和 8（2026）年度から令和 12（2030）年度までの 5 年とします。また、社会経済の

環境の変化等に対処できるよう、実施計画の計画期間は短期間とし、毎年、見直しを実施します。 

〈構成〉 

構 成 内  容 

基本構想 市が目標とする将来像とこれを達成するための施策の大綱で構成します 

基本計画 基本構想に基づき、施策を体系化し、各施策の目的や実現のための手段を明示します 

実施計画 基本計画で示す各施策を、より具体的な事業として提示します 

〈計画の期間〉 
 年度  令和３年度

(2021 年度) 
令和４年度 

(2022 年度) 
令和５年度 

(2023 年度) 
令和６年度 

(2024 年度) 
令和７年度 

(2025 年度) 
令和８年度 

(2026 年度) 
令和９年度 

(2027 年度) 
令和 10 年度 
(2028 年度) 

令和 11 年度 
(2029 年度) 

令和 12 年度 
(2030 年度)  計画  

基本構想 
（10 年間） 

          

基本計画 
（各期５年） 

          

実施計画 
（短期間） 

計画期間は短期間とし、毎年、見直しを実施 

■まちの将来像と施策の大綱 

富士山、豊かな自然・地下水、田園風景、地域経済をけん引する企業、地域コミュニティのつながり、地域に誇りを持つ

市民等の「裾野市らしさ」を基に、５つの「まちづくりの方針」を踏まえ、まちの将来像を『みんなが誇る豊かな田園未来

都市すその』とします。 

〈裾野らしさ〉 

 

 

〈まちづくりの方針〉 

 

 

 

 

 

 

〈まちの将来像〉 

 

〈施策の大綱〉 

 

前期基本計画 後期基本計画 

みんなが誇る豊かな田園未来都市すその  

富士山、豊かな自然・地下水、田園風景、 

地域経済をけん引する企業、 

地域コミュニティのつながり、地域に誇りを持つ市民 等 ｘ 

 

協働・連携する 

まちづくり 

未来志向の 

まちづくり 

快適で 

安全・安心な 

まちづくり 

住み続けたく 

なる 

まちづくり 

人や企業に 

選ばれる 

まちづくり 

裾野市 市長戦略部 戦略推進課 

〒410-1192 静岡県裾野市佐野 1059 番地 
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大綱１ 

ひとりひとりが 

役割を持ち輝けるまち 
 

〈子育て・教育・健康・文化〉 

 
 

1-1 子どもの育ちを切れ目なく支える環境づくり 
 111 出会い・結婚・出産しやすい環境づくり         112 母子支援体制の充実        113 教育・保育環境の充実と質の向上 

114 子育て家庭、子どもへの切れ目のない相談・支援の充実  115 子どもの居場所づくりの推進    116 子育て世帯への経済的支援   
      

 
 

1-2 次代を創る子どもの教育の推進 
 121 豊かな人間性、生きる力の育成  122 健やかな心身の成長の推進  123 ひとりひとりを大切にする教育の推進 124 学校の教育力の向上 

125 時代に即した学校環境整備の充実 126 地域とともにある学校づくり   
      

 
 

1-3 ライフステージに合わせた生涯学習の充実 
 

131 学習環境の充実   132学習機会の充実  133 公民館活動の充実  134 青少年の育成支援 135 家庭教育の充実   
            

 
 

1-4 こころとからだの健康づくりの推進 
 

141 健康意識の啓発   142健康づくりプログラムの充実  143 疾病予防・重症化予防の推進    144 市民参加の体制づくり   
      

 
 

1-5 スポーツ・文化・芸術に親しむ環境づくり 
 

151 生涯スポーツの推進 152スポーツ関連施設の整備    153 文化財の保存・活用 154 文化活動の振興 155 図書館サービスの充実   
      

 
 

1-6 多様性を尊重した共生社会の形成 
 

161 男女共同参画の推進 162多文化共生の推進   
       

大綱２ 

地域資源を活用した 

魅力あふれるまち 
 

〈産業・観光〉 

 
 

2-1 企業誘致・既存企業の定着と連携による地域振興の推進 
 

211 企業誘致と企業留置の推進  212 産業用地の創出    213 地下水の適正利用   
      

 
 

2-2 地域産業のイノベーションとリノベーションの促進 
 

221 創業・起業環境の強化とスタートアップ支援 222 既存産業の強化とリノベーション支援 223 産業連携と地域イノベーションエコシステムの形成   
      

 
 

2-3 商工業の活性化の支援 
 

231 中小企業・団体等の支援体制の構築・育成支援  232 商店街の活性化   233 勤労者福祉環境の充実   
            

 
 

2-4 特色を活かした農林業の振興 
 241 営農環境改善のための基盤整備 242 担い手の確保と支援 243 特産化、六次産業化の推進 

244 農業を振興する地域を確保するための適切な制度運用    245 森林資源の有効活用  246 有害鳥獣対策の推進   
      

 
 

2-5 魅力ある観光地の実現 
 

251 周辺市町からの観光人流誘客強化   252 観光交流客数の獲得   253 都市機能強化のための基盤強化   
      

 
 

2-6 富士山麓の魅力を活かしたスポーツツーリズムの推進 
 

261 スポーツツーリズムの推進   
       

大綱３ 

安全・安心に 

住み続けられるまち 
 

〈環境・防災・医療・地域福祉〉 

 
 

3-1 環境に配慮した持続可能な社会の形成 
 311 環境満足度の向上に向けた取組の推進 312 ごみ減量と３R の推進  313 地球温暖化対策の推進 314 浄化槽の適正管理と河川水質の保全 

315 環境施設の維持管理・更新整備    316 生物多様性の保全   
      

 
 

3-2 災害に強く回復力の高い地域社会の形成 
 321 防災力・減災力の強化   322 実践的な防災訓練の実施      323 河川の整備と土砂崩れの危険個所の把握・整備の要望 

324 森林の多面的機能の保全  325 東富士演習場関連の環境整備   
      
  

3-3 誰もが安心して暮らせるまちの形成 
 331 防犯体制の充実      332 消費者支援の充実         333 交通安全体制の充実  334 歩道や通学路の安全対策 

335 被害者等の救済      336 東富士演習場関連の調整・対策    
      

 
 

3-4 安心して暮らせる地域医療体制の確保 
 

341 地域医療体制の確保    342 国民健康保険事業の運営・充実   343 後期高齢者医療制度の運営及び保健事業の充実   
      

 
 

3-5 地域で支え合う福祉の充実 
 351 地域や医療との連携による切れ目のない福祉の推進  352 地域福祉活動の推進   353 高齢者の活動的な暮らしの支援 

354 福祉サービスの充実    355 国民年金事業の啓発と手続き円滑化  356 介護保険事業の運営・充実  357 障がい福祉サービスの充実   
       

大綱４ 

将来を見据えた 

暮らしや活動を 

支えるまち 
 

〈都市・交通・社会基盤〉 

 
 

4-1 都市構造と土地利用の戦略的な再構築 
 

411 魅力を高める基盤整備    412 都市計画・土地利用に関する戦略的調整と共創   413 計画的土地利用の推進   
      

 
 

4-2 駅周辺等の拠点づくりと多様な世代の交流の促進 
 

421JR 裾野駅周辺整備等の推進  422JR 岩波駅周辺整備等の推進    423 深良新市街地整備の推進  424 市街地の低・未利用地の活用   
      

 
 

4-3 良好な景観と良質な住環境の形成 
 431 魅力ある景観の形成     432 公園・緑地の整備及び維持管理  433 安全で良質な住宅ストックの形成 434 居住支援体制の整備 

435 市営住宅の整備、維持管理   
      
  

4-4 誰もが移動しやすい交通環境の整備 
 

441 公共交通網の維持・確保  442 新たな公共交通網の検討・導入   443 市民・公共交通事業者との調整    
      

 
 

4-5 利便性の高い道路網の整備・保全 
 

451 広域幹線道路の整備  452 主要幹線道路の整備   453 生活道路の整備  454 道路の管理・維持補修  455踏切道の改良   
      

 
 

4-6 豊かで良質な水道水の安定供給 
 

461 上水道施設の更新   462 水道事業経営の健全化  463 簡易水道施設の更新   
      

 
 

4-7 衛生的で快適な下水道の整備・保全 
 

471 下水道の整備と保全  472 安定的な使用料収入の確保   
       

大綱５ 

時代のニーズに 

応えられるまち 

 

〈市民自治・都市経営〉 

 
 

5-1 市民自治によるコミュニティ活動の促進 
 

511 自治会等との連携推進と活動支援  512 コミュニティ活動の環境整備  513 協働に対する行政職員の意識改革   
      

 
 

5-2 すそのの魅力を活用したシティプロモーションの推進 
 

521 シティプロモーションの強化・充実 522 定住・移住の促進       523 ふるさと納税の推進   524情報発信の強化   
      

 
 

5-3 
デジタル技術の活用を前提とした継続的な業務改革による行政 
サービスの質向上 

 
531 データ利活用の推進  532 フロントヤード改革の推進  533 情報基盤の構築・運用  534 市民意見の市政への反映 

  
      
  

5-4 公共施設等マネジメントの推進 
 

541 公共施設等の計画的な管理・最適化    
            

 
 

5-5 事業効果を最大化する持続可能な行財政運営の推進 
 551 絶え間ない行財政改革の推進  552 価値創造型行政経営の推進  553 効率的な行政運営の推進  554 適正な税務の執行 

555 適正な会計処理の管理   
      

 
 

5-6 
市民に寄り添い、裾野市を愛するプロフェッショナルな職員の 
育成と効率的・効果的な組織体制の構築 

 
561 中長期的な視点に立った人材育成の実施  562 行政課題に適応した組織体制の構築 

  
      

 
 

5-7 開かれた議会運営の支援 
 

571 議会の活性化支援   572 情報提供機能の充実   
      

 
 

5-8 適正な監査事務の促進 
 

581 監査機能の充実強化  582 監査等の結果の情報発信   

■施策体系 


